
「
並
立
制
」
の
下
で
の
総
選
挙
と
政
党
制

理
論
的
考
察

加
　
藤

秀
治
郎

は
じ
め
に
ー
本
稿
の
目
的

東洋法学
　
衆
議
院
に
「
並
立
制
」
が
導
入
さ
れ
た
の
は
一
九
九
四
年
だ
が
、
新
制
度
の
下
で
初
め
て
総
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
の
は
一
九
九
六

年
十
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
数
え
て
一
〇
年
目
の
二
〇
〇
五
年
十
一
月
、
郵
政
法
案
を
め
ぐ
り
解
散
と
な
り
、
新
制
度
で
の

四
度
目
の
総
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
。

　
一
〇
年
と
い
う
年
数
で
、
四
回
の
総
選
挙
の
経
験
と
い
う
こ
と
は
、
中
間
的
な
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
書
く
の
に
十
分
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
中
間
決
算
に
向
け
作
業
を
進
め
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
「
並
立
制
」
と
い
う
選
挙
制
度
の

導
入
と
政
党
制
（
政
党
シ
ス
テ
ム
）
の
関
連
に
つ
き
、
理
論
的
な
整
理
を
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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「
選
挙
制
度
の
政
党
制
へ
の
影
響
」
に
関
す
る
理
論

　
「
並
立
制
」
を
導
入
し
た
こ
と
で
、
政
党
制
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
及
ぶ
か
に
つ
い
て
は
、
政
界
や
言
論
界
で
は
い
ろ
い
ろ
な
議
論

が
な
さ
れ
て
き
た
。
選
挙
制
度
改
革
の
推
進
論
者
か
ら
は
、
「
小
選
挙
区
制
に
よ
り
二
大
政
党
制
と
な
る
」
な
ど
と
語
ら
れ
、
そ
う
は

考
え
な
い
論
者
か
ら
は
一
党
優
位
制
が
続
く
こ
と
に
な
る
、
な
ど
と
語
ら
れ
た
。
こ
の
研
究
で
は
政
治
学
的
な
検
討
を
加
え
て
い
く

が
、
本
稿
で
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
選
挙
制
度
と
政
党
制
に
関
す
る
理
論
を
予
め
整
理
し
て
お
く
。
ま
ず
本
節
で
は
、
細
部
を
度

外
視
し
て
、
基
本
的
な
部
分
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

　
（
1
）
　
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
法
則

　
選
挙
制
度
が
政
党
制
へ
及
ぼ
す
作
用
に
つ
い
て
は
、
「
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
法
則
」
が
有
名
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
学
者
デ
ュ
ベ

ル
ジ
ェ
に
由
来
す
る
が
、
彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
考
え
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
ま
で
に
い
ろ
い
ろ
述
べ
ら
れ
て
き
た
も
の
を
、
彼
が
体

系
的
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
三
つ
の
法
則
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
、

二
四
四
頁
以
下
）
。

　
①
　
比
例
代
表
制
に
は
多
く
の
政
党
を
形
成
す
る
傾
向
が
あ
る
。

　
②
相
対
多
数
代
表
制
に
は
、
二
党
制
を
も
た
ら
す
傾
向
が
あ
る
。

　
③
二
回
投
票
制
に
は
多
く
の
政
党
を
互
い
に
連
合
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
。
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③
は
「
並
立
制
」
と
は
直
接
関
係
が
な
い
の
で
、
そ
れ
を
除
き
、
①
、
②
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
（
詳
し
く

は
加
藤
、
一
三
九
頁
以
下
）
。

　
①
　
比
例
代
表
制
で
は
、
少
な
い
票
で
も
議
席
を
得
ら
れ
る
の
で
、
各
党
は
バ
ラ
バ
ラ
に
戦
う
こ
と
に
な
り
、
政
党
間
の
連
携
や

　
　
合
同
は
促
進
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
分
裂
し
て
も
議
席
が
あ
る
程
度
確
保
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
多
党
制
化
し
や
す
い
。

　
②
相
対
多
数
代
表
制
（
小
選
挙
区
制
）
で
は
、
大
政
党
で
な
い
と
議
席
獲
得
が
容
易
で
な
い
の
で
、
二
党
制
と
な
り
や
す
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
カ
ニ
カ
ル

　
　
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
は
そ
の
理
由
と
し
て
「
自
動
的
要
因
」
を
あ
げ
る
。
小
選
挙
区
で
当
選
す
る
の
は
第
一
党
か
第
二
党
の
候
補
者

　
　
ば
か
り
で
、
第
三
党
以
下
は
議
席
獲
得
が
難
し
く
、
結
果
的
に
二
大
政
党
制
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
「
心
理
的
要
因
」
も

　
　
あ
り
、
そ
れ
は
、
有
権
者
が
第
三
党
以
下
の
候
補
者
に
投
票
し
て
も
、
議
席
に
結
び
つ
か
な
い
の
で
、
死
票
に
な
る
の
を
嫌
い
、

　
　
当
選
可
能
性
の
あ
る
候
補
者
に
投
票
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
説
は
、
選
挙
制
度
の
政
党
制
へ
の
作
用
は
強
力
だ
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
に
ド
イ
ツ
の
ヘ
ル
メ

ン
ス
な
ど
が
、
こ
れ
に
近
い
説
を
唱
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
選
挙
制
度
の
「
強
力
効
果
説
」
と
呼
ん
で
お
く
が
、
こ
の
「
デ
ュ
ベ
ル

ジ
ェ
の
法
則
」
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ッ
な
ど
、
重
要
な
諸
国
の
歴
史
的
事
例
を
巧
く
説
明
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
、
一
般
の
人
々
の
間
で
よ
く
語
ら
れ
る
。
政
治
学
者
の
間
で
は
議
論
は
よ
り
入
り
組
ん
で
い
る
が
、
政
治
学
者
の
間
で
も
デ

ュ
ベ
ル
ジ
ェ
説
の
支
持
者
は
少
な
く
な
い
。

　
で
は
、
こ
の
説
に
従
う
な
ら
、
「
並
立
制
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
予
測
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
わ
が
国
の
「
並
立
制
」

は
、
小
選
挙
区
で
三
〇
〇
人
、
比
例
代
表
制
で
一
八
○
人
（
当
初
は
二
〇
〇
人
）
が
選
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
小
選
挙
区
制
を

149



「並立制」の下での総選挙と政党制一理論的考察

軸
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
す
る
な
ら
ば
、
全
体
と
し
て
は
政
党
制
を
二
大
政
党
制
に
近
づ
け
る
よ
う
作
用
す
る
、

仮
説
が
導
か
れ
る
。
た
だ
、
比
例
代
表
制
が
あ
る
分
だ
け
、
そ
の
傾
向
が
明
確
に
出
て
こ
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

と
の

　
（
2
）
　
ロ
ッ
カ
ン
ら
の
弱
小
効
果
説

　
「
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
法
則
」
は
大
き
な
国
で
は
妥
当
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
が
、
中
小
諸
国
も
含
め
詳
細
に
デ
ー
タ
を
集
め
て
み
る

と
、
「
法
則
」
と
は
矛
盾
す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
政
治
社
会
学
者
ロ
ッ
カ
ン
な
ど
は
、
包
括
的
な
比
較
研
究
を

重
ね
て
、
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
よ
う
な
考
え
に
厳
し
い
批
判
を
向
け
、
大
国
の
限
定
さ
れ
た
経
験
か
ら
、
過
度
の
一
般
化
が
な
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
、
と
し
た
（
ロ
ッ
カ
ン
、
二
八
一
頁
以
下
）
。

　
各
国
の
歴
史
、
政
治
的
伝
統
、
政
治
文
化
、
国
内
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
対
立
な
ど
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
宗
教
、
言

語
、
民
族
、
階
級
な
ど
、
各
国
の
社
会
内
で
政
治
的
な
対
立
を
生
む
社
会
構
造
上
の
要
因
、
「
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
」
（
対
立
基
軸
、
分

界
線
）
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
の
数
や
タ
イ
プ
な
ど
、
そ
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
同
じ
選
挙
制
度
で
も
政
党
制
は

異
な
っ
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
比
例
代
表
制
だ
が
、
「
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
法
則
」
と
矛
盾
す
る
例
と
し
て
は
次
の
も
の
が
有
名
で
あ
る
。
ま
ず
オ
ー
ス
ト
リ

ア
だ
が
、
政
党
が
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
と
世
俗
的
勢
力
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
比
例
代
表
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
大
政
党
制
に
近
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
カ
ナ
ダ
で
は
小
選
挙
区
制
だ
が
、
地
域
的
に
政
党
の
強
弱
が
あ
る
の
で
、
小
選
挙
区
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

第
三
党
以
下
の
政
党
が
幾
つ
か
残
っ
て
い
る
。
社
会
構
造
か
ら
自
然
に
政
党
制
が
で
き
て
く
る
の
だ
か
ら
、
人
為
的
に
選
挙
制
度
を
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変
え
て
も
政
党
制
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
主
張
で
あ
る
。

　
選
挙
制
度
と
政
党
制
が
関
連
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
既
成
の
政
党
制
に
合
う
よ
う
な
選
挙
制
度
が
選
ば
れ
て
い
る
か
ら
だ
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
多
党
制
の
国
で
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
選
挙
制
度
と
し
て
比
例
代
表
制
が
採
用
さ
れ
る
場
合
が
そ
う
で
あ

る
。
政
党
制
が
先
に
あ
り
、
選
挙
制
度
は
結
果
で
あ
る
、
と
い
う
説
で
あ
り
、
選
挙
制
度
の
強
力
効
果
説
は
否
定
さ
れ
る
。

　
選
挙
制
度
の
作
用
に
関
す
る
「
新
し
い
理
論
の
本
質
は
、
政
党
制
の
動
向
が
、
選
挙
制
度
や
何
ら
か
の
制
度
的
要
因
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
社
会
の
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
の
タ
イ
プ
や
数
に
よ
っ
て
決
ま
る
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
も
し
〔
そ

の
国
に
〕
多
く
の
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
イ
ッ
ジ
が
あ
る
な
ら
、
相
対
多
数
代
表
制
や
絶
対
多
数
代
表
制
の
下
で
も
、
多
党
制
と
な
る
だ

ろ
う
」
（
ボ
ク
ダ
ノ
ア
、
二
二
四
頁
）
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
こ
の
説
を
「
弱
小
効
果
説
」
と
名
づ
け
て
お
く
。
そ
れ
に
従
う
な
ら
ば
、
日
本
で
は
社
会
構
造
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、

と
い
う
点
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
し
て
小
選
挙
区
制
を
軸
と
す
る
「
並
立
制
」
を
導
入
す
れ
ば
二
大
政
党
制
に
近
づ
く
、

と
の
仮
説
は
引
き
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

東洋法学
　
（
3
）
　
サ
ル
ト
ー
リ
の
限
定
効
果
説

　
選
挙
制
度
の
政
党
制
に
対
す
る
作
用
に
つ
い
て
は
、
強
力
効
果
説
と
弱
小
効
果
説
を
架
橋
す
る
よ
う
な
理
論
も
存
在
す
る
。
サ
ル

ト
ー
リ
の
理
論
が
そ
れ
で
あ
り
、
か
な
り
抽
象
度
の
高
い
独
自
の
理
論
で
あ
る
（
ω
費
8
芦
9
8
き
。
で
き
る
だ
け
平
易
に
、
解
説
を

加
え
な
が
ら
紹
介
し
て
み
よ
う
（
参
照
、
加
藤
、
一
四
五
頁
以
下
、
本
稿
で
の
訳
語
は
加
藤
）
。
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サ
ル
ト
ー
リ
は
次
の
よ
う
な
理
論
枠
組
を
つ
く
り
、
選
挙
制
度
の
作
用
を
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
政
党
制
の
「
構
造
化
」
と
い
う
基

準
を
設
け
、
政
党
が
そ
の
国
の
社
会
に
よ
く
根
を
下
ろ
し
て
お
り
、
構
造
化
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
、
構
造
化
の
「
強
い
政
党
制
」

の
国
と
「
弱
い
政
党
制
」
の
国
を
分
け
る
。
「
構
造
化
」
の
概
念
は
や
や
理
解
し
に
く
い
が
、
あ
る
箇
所
で
伝
統
的
な
用
語
を
使
い
、

構
造
化
の
強
弱
を
組
織
的
な
大
衆
政
党
と
名
望
家
政
党
の
対
比
に
置
き
換
え
て
い
る
。
構
造
化
の
強
い
国
は
組
織
的
大
衆
政
党
が
一

般
的
な
国
で
あ
り
、
逆
に
構
造
化
の
弱
い
国
と
は
、
議
員
政
党
的
な
名
望
家
政
党
が
多
い
国
と
考
え
て
よ
い
、
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
基
準
で
は
、
わ
が
国
は
自
民
党
に
名
望
家
政
党
の
体
質
が
強
か
っ
た
の
で
、
構
造
化
の
程
度
は
低
い
と
い
え
よ
う
。
共
産
党

や
公
明
党
は
組
織
的
大
衆
政
党
の
色
彩
が
強
い
も
の
の
、
わ
が
国
に
お
い
て
両
党
は
例
外
的
で
あ
り
、
中
心
的
存
在
で
も
な
い
。
イ

ギ
リ
ス
の
よ
う
に
党
員
が
多
く
、
党
員
が
一
所
懸
命
に
選
挙
運
動
を
担
う
国
は
、
構
造
化
の
強
い
国
と
な
ろ
う
。

　
サ
ル
ト
ー
リ
は
ま
た
選
挙
制
度
に
つ
い
て
も
、
「
拘
束
性
」
の
強
弱
を
基
準
に
二
つ
の
タ
イ
プ
を
分
け
る
。
拘
束
性
に
は
有
権
者
に

対
す
る
作
用
と
、
政
党
へ
の
作
用
が
あ
り
、
有
権
者
に
少
な
い
選
択
肢
で
選
択
を
迫
る
制
度
は
「
拘
束
的
」
な
選
挙
制
度
と
さ
れ
る
。

小
選
挙
区
制
で
は
候
補
者
が
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
拘
束
性
が
強
く
、
比
例
代
表
制
で
は
政
党
が
乱
立
し
て
く
る
の
で
拘
束
性

が
弱
い
と
さ
れ
る
。

　
政
党
に
つ
い
て
は
、
政
党
の
数
を
減
少
さ
せ
る
よ
う
に
作
用
す
る
こ
と
を
「
拘
束
的
」
と
し
て
い
る
。
小
選
挙
区
で
は
バ
ラ
バ
ラ

で
は
勝
て
な
い
か
ら
ま
と
ま
ろ
う
と
し
、
拘
束
性
が
強
い
こ
と
に
な
る
。
逆
に
比
例
代
表
制
で
は
そ
の
圧
力
が
弱
い
の
で
非
拘
束
的

と
な
る
。
要
す
る
に
こ
の
基
準
で
は
、
小
選
挙
区
制
は
拘
束
性
が
強
く
、
比
例
代
表
制
は
拘
束
性
が
弱
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
選
挙
制
度
の
類
型
と
、
二
つ
の
政
党
制
の
類
型
が
あ
り
、
組
合
せ
で
四
つ
に
な
る
（
図
表
1
参
照
）
。
そ
れ
ぞ
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　　　図表1　政党制と選挙制度の組合せによる影響

選挙制度〔の拘束性〕

弱い（比例代表制）強い（多数代表制）

　　　　（2）

選挙制度の効果は政党制

によって相殺・妨害される

　　　　（1）

選挙制度による政党数削

減の効果あり

い
合

強
場

（4）

影響なし

　　　　（3）

選挙区レベルでの削減効

果のみ（全国レベルは別）

い
合

弱
場

政
党
制
〔
の
構
造
化
〕

れ
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
選
挙
制
度
の
作
用
が
異
な
る
と
い
う
。

　
第
一
は
、
政
党
が
社
会
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
国
で
、
小
選
挙
区
制
な
ど
多
数
代

表
制
の
場
合
で
あ
る
（
「
拘
束
性
の
強
い
選
挙
制
度
」
と
「
構
造
化
の
強
い
政
党
制
」

の
組
合
せ
）
。
イ
ギ
リ
ス
が
そ
の
例
で
、
小
選
挙
区
制
の
政
党
数
削
減
の
作
用
が
働

き
、
政
党
数
は
減
少
し
、
二
党
制
に
近
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
は
、
社
会
に
政
党
が
根
を
下
ろ
し
て
い
る
国
で
、
比
例
代
表
制
の
場
合
で
あ

る
（
「
拘
束
性
の
弱
い
選
挙
制
度
」
と
「
構
造
化
の
強
い
政
党
制
」
の
組
合
せ
）
。
そ

こ
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
二
大
政
党
制
で
あ
る
よ
う
に
、
比
例
代
表
制
の
効
果
（
政

党
数
増
大
効
果
）
は
強
い
政
党
制
に
相
殺
さ
れ
る
。

　
第
三
は
、
政
党
が
あ
ま
り
社
会
に
根
を
下
ろ
し
て
い
な
い
国
で
、
小
選
挙
区
制
な

ど
多
数
代
表
制
が
採
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
（
「
拘
束
性
の
強
い
選
挙
制
度
」
と
「
構

造
化
の
弱
い
政
党
制
」
の
組
合
せ
）
。
選
挙
区
レ
ベ
ル
で
こ
そ
二
人
の
候
補
者
が
激
し

く
争
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
ま
ま
全
国
的
な
二
党
制
と
な
る
保
障
は
な
い
。

　
第
四
は
、
政
党
が
あ
ま
り
社
会
に
根
を
下
ろ
し
て
い
な
い
国
で
、
比
例
代
表
制
を

と
る
場
合
で
あ
る
（
「
拘
束
性
の
弱
い
選
挙
制
度
」
と
「
構
造
化
の
弱
い
政
党
制
」
の

組
合
せ
）
。
選
挙
制
度
が
特
に
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
の
政
党
制
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が
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
が
サ
ル
ト
ー
リ
の
議
論
で
あ
る
。
わ
が
国
は
第
三
の
類
型
に
該
当
す
る
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
並
立
制
」
の
小
選

挙
区
制
も
全
国
レ
ベ
ル
で
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
作
用
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
説
で
は
、
小
選
挙
区
制
は
二
党
制
を
促

す
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
構
造
化
の
強
い
国
で
生
じ
る
現
象
で
あ
り
、
日
本
な
ど
構
造
化
が
弱
い
国

で
は
、
そ
う
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
小
沢
一
郎
氏
、
羽
田
孜
氏
な
ど
、
ど
の
党
か
ら
出
よ
う
と
当
選
す

る
有
力
な
政
治
家
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
選
挙
は
人
物
本
位
の
色
彩
が
濃
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
続
く
な

ら
ば
、
小
選
挙
区
で
二
候
補
者
間
の
競
合
が
生
じ
て
も
、
全
国
的
に
二
党
制
に
近
い
構
図
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
つ
ま
り
、
政
党
が
十
分
に
社
会
に
根
を
下
ろ
し
て
お
ら
ず
、
構
造
化
の
弱
い
政
党
制
な
の
で
、
衆
議
院
が
小
選
挙
区
制
を
導
入
し

て
も
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
二
大
政
党
制
を
導
く
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
仮
説
に
な
る
。

　
（
4
）
　
小
　
　
括

　
以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
見
解
か
ら
は
、
「
並
立
制
」
の
小
選
挙
区
制
が
及
ぽ
す
作
用
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
三
つ
の
仮
説

が
導
か
れ
る
。

　
A
　
小
選
挙
区
の
作
用
が
働
き
、
二
大
政
党
制
に
近
く
な
っ
て
い
く
。

　
B
　
社
会
構
造
が
異
な
る
の
で
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
二
大
政
党
制
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
C
　
政
党
が
日
本
社
会
に
根
を
下
ろ
し
て
い
け
ば
、
二
大
政
党
制
に
近
く
な
っ
て
い
く
。
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二
　
「
並
立
制
」
に
そ
く
し
て
の
検
討

　
前
節
で
は
、
選
挙
制
度
の
最
も
基
本
的
な
部
分
に
つ
い
て
、
理
論
的
な
考
察
を
し
て
き
た
が
、
わ
が
国
の
「
並
立
制
」
は
、
単
純

な
小
選
挙
区
制
で
は
な
く
、
他
に
も
無
視
し
得
な
い
細
部
の
規
定
が
あ
る
の
で
、
そ
の
点
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら

の
点
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
か
な
り
明
快
に
議
論
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
多
く
を
依
拠
し
な
が
ら
、
本
節
で
そ

の
点
に
つ
き
、
検
討
を
加
え
て
い
く
。

東洋法学
　
（
1
）
　
比
例
代
表
制
の
要
素

　
第
一
は
、
「
並
立
制
」
が
小
選
挙
区
一
本
で
は
な
く
、
比
例
代
表
制
と
混
合
さ
せ
た
制
度
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
初
は
小

選
挙
区
で
三
〇
〇
人
、
比
例
代
表
制
で
二
〇
〇
人
と
な
っ
て
お
り
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
の
総
選
挙
は
こ
の
定
数
で
行
な
わ
れ
た
。

そ
の
後
、
比
例
代
表
制
の
定
数
が
二
〇
削
減
さ
れ
、
小
選
挙
区
三
〇
〇
、
比
例
代
表
制
一
八
○
と
な
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
三

年
、
二
〇
〇
五
年
の
三
回
の
総
選
挙
は
こ
の
定
数
で
行
な
わ
れ
た
。
よ
り
小
選
挙
区
の
比
重
が
強
ま
っ
た
と
は
い
え
、
比
例
代
表
制

を
も
「
並
立
」
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　
小
選
挙
区
制
に
よ
り
二
大
政
党
制
に
近
づ
く
か
ど
う
か
が
、
本
稿
の
仮
説
の
主
要
な
論
点
だ
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
い
う
な
ら
ば
、

比
例
代
表
制
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
メ
カ
ニ
カ
ル

　
①
い
わ
ば
自
動
的
な
効
果
だ
が
、
比
例
代
表
制
の
部
分
で
は
中
小
政
党
も
議
席
の
獲
得
が
容
易
な
の
で
、
そ
れ
だ
け
二
大
政
党
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制
化
の
傾
向
を
押
し
止
め
る
、
阻
止
の
作
用
を
及
ぽ
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
②
ま
た
、
比
例
代
表
制
で
の
票
を
増
や
す
た
め
に
、
中
小
政
党
は
当
選
を
度
外
視
し
て
も
あ
る
程
度
、
小
選
挙
区
で
候
補
者
を

　
　
立
て
た
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
の
で
、
小
選
挙
区
に
も
影
響
が
出
て
く
る
。
当
選
の
困
難
な
中
小
政
党
の
候
補
者
の
存
在
が
、

　
　
小
選
挙
区
で
の
二
大
政
党
の
候
補
者
の
戦
い
を
撹
乱
す
る
可
能
性
が
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
（
リ
ー
ド
、
六
頁
）
。

　
以
下
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
。

　
ま
ず
、
①
の
点
、
つ
ま
り
比
例
代
表
制
と
の
並
立
に
よ
り
、
小
選
挙
区
の
効
果
が
限
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

中
小
政
党
の
議
席
獲
得
状
況
か
ら
し
て
明
臼
で
あ
る
。
社
民
党
、
共
産
党
は
小
選
挙
区
で
は
議
席
が
一
か
ゼ
ロ
に
な
っ
て
い
る
が
（
図

表
2
）
、
比
例
代
表
制
で
は
一
定
の
議
席
を
得
て
（
図
表
3
）
、
生
き
残
り
を
果
た
し
て
い
る
。
比
例
区
が
並
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

二
大
政
党
制
化
を
阻
む
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
、
②
の
点
の
前
半
部
分
、
つ
ま
り
、
比
例
代
表
制
で
の
票
を
増
や
す
た
め
に
当
選
を
度
外
視
し
て
、
小
選
挙
区
に
候
補
者

を
擁
立
す
る
こ
と
の
影
響
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
分
析
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
リ
ー
ド
（
九
頁
）
も
「
小
選
挙
区
に
候
補
者
を
擁
立

す
れ
ば
そ
の
選
挙
区
に
お
け
る
比
例
区
の
票
が
伸
び
る
」
こ
と
が
「
動
態
的
な
分
析
で
確
認
」
で
き
た
、
と
し
て
い
る
。

　
間
題
は
、
後
半
部
分
、
つ
ま
り
、
共
産
、
社
民
両
党
な
ど
中
小
政
党
の
候
補
者
が
、
小
選
挙
区
で
の
結
果
を
撹
乱
し
て
い
る
か
ど

う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
共
産
党
が
小
選
挙
区
の
候
補
者
を
減
ら
す
と
、
そ
の
票
は
自
民
党
よ
り
は
民
主
党
に

多
く
流
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
二
大
政
党
の
競
争
を
よ
り
強
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
語
ら
れ
る
（
樺
島
）
。

　
供
託
金
の
問
題
な
ど
も
あ
る
の
で
、
共
産
党
と
し
て
も
、
小
選
挙
区
で
の
当
選
を
ま
っ
た
く
度
外
視
し
て
候
補
者
を
立
て
続
け
る
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図表2　小選挙での議席獲得状況

自民党

新進党

民主党

公明党

社民党

共産党

その他

無所属

1996年

169

96

i7

4

2

3

9

2000年

177

80

7

4

0

17

15

2003年

168

105

9

0

2

II

2005年

219

52

8

0

2

18

図表3　比例代表制での議席獲得状況
　　　　　　（カッコ内は議席比）

自民党

新進党

民主党

公明党

社民党

共産党

その他

計

1996年

70（35％）

60（30％）

35（19％）

H（6％）

24（12％）

0（0％）

200（100％）

2000年

51（31％）

47（26％）

24（13％）

15（8％）

20（I　l％）

18（10％）

180（100％）

2003年

69（38％）

72（40％）

25（i4％）

5（3％）

9（5％）

0（0％）

180（100％）

2005年

77（43％）

61（33％）

23（13％）

6（3％）

9（5％）

4（2％）

180（100％）
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こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
二
〇
〇
五
年
総
選
挙
の
準
備
段
階
で
は
、
途
中
ま
で
全
選
挙
区
で
の
擁
立
に
こ
だ
わ
ら
な
い
方
針
を
示
し

て
い
た
。
そ
の
ま
ま
進
め
ば
、
前
回
と
の
比
較
で
“
実
験
デ
ー
タ
”
が
得
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
結
局
、
共
産
党
は
二
七
五
選

挙
区
に
候
補
者
を
立
て
、
二
〇
〇
五
年
の
総
選
挙
は
こ
の
仮
説
の
実
験
ケ
ー
ス
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
（
2
）
　
惜
敗
率
に
基
づ
く
復
活
当
選
の
要
素

　
現
行
制
度
の
細
か
い
点
で
検
討
す
べ
き
第
二
の
点
は
、
「
並
立
制
」
が
重
複
立
候
補
を
許
容
し
、
し
か
も
重
複
立
候
補
者
に
つ
い
て

は
比
例
名
簿
で
同
一
順
位
を
認
め
、
惜
敗
率
に
順
位
を
委
ね
て
い
る
こ
と
の
影
響
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
理
論
的
に
は
次
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
（
鈴
木
、
三
七
頁
以
下
）
。

　
ま
ず
、
重
複
立
候
補
者
の
同
一
順
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
政
党
側
に
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
あ
り
、
回
を
重
ね
る
ご
と

に
増
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
候
補
者
に
順
位
を
つ
け
る
作
業
は
容
易
で
は
な
く
、
政
党
が
そ
の
作
業
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
、
こ
の

制
度
を
多
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
小
選
挙
区
で
当
選
の
困
難
な
候
補
者
に
も
、
惜
敗
率
で
の
復
活
当
選
と
い
う
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
政
党
と
し
て
は
選
挙
運
動
を
展
開
し
や
す
い
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
候
補
者
に
す
れ
ば
、

単
純
に
小
選
挙
区
で
の
当
選
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
惜
敗
率
で
の
当
選
を
目
指
し
て
選
挙
運
動
に
力
を
入
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　
本
稿
の
文
脈
で
重
要
な
の
は
、
有
権
者
の
対
応
で
あ
る
。
比
例
代
表
制
で
の
惜
敗
率
に
よ
る
復
活
当
選
が
あ
る
の
で
、
小
選
挙
区

で
の
当
選
が
難
し
く
と
も
、
惜
敗
率
を
上
げ
る
た
め
に
投
票
す
る
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
デ
ュ
ベ
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ル
ジ
ェ
の
法
則
」
と
の
関
連
で
い
う
と
、
小
選
挙
区
で
の
「
心
理
的
要
因
」
が
作
用
し
な
く
な
る
面
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
「
並
立
制
」
で
も
惜
敗
率
な
ど
が
な
く
、
完
全
に
比
例
部
分
が
切
り
離
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
単
純
な
小
選
挙
区
制
の
場
合

は
、
小
選
挙
区
で
の
当
選
可
能
性
が
低
い
と
判
断
さ
れ
る
と
支
持
者
が
離
れ
、
結
果
的
に
二
党
に
議
席
が
集
中
し
て
い
く
と
考
え
ら

れ
る
が
、
わ
が
国
の
「
並
立
制
」
に
は
、
そ
う
で
な
い
要
素
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
政
党
、
候
補
者
、
有
権
者
と
も
、
小
選
挙
区
で
の
当
選
と
い
う
目
的
以
外
の
動
機
で
、
小
選
挙
区
に
立
候
補
し
、

そ
こ
で
選
挙
運
動
を
し
、
投
票
も
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
鈴
木
（
四
六
頁
）
は
、
一
九
九
六
年
の
デ
ー
タ
か

ら
、
右
の
推
測
が
経
験
的
に
裏
づ
け
ら
れ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
小
選
挙
区
で
当
選
可
能
性
の
大
き
い
二
党
以
外
に
も
、
小
選
挙
区

で
の
票
が
分
散
す
る
傾
向
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
政
党
制
へ
の
作
用
で
は
次
の
よ
う
な
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
。
共
産
党
、
社
民
党
な
ど
が
当
選
を
度
外
視

し
て
小
選
挙
区
に
候
補
者
を
立
て
る
場
合
に
は
、
立
て
な
い
場
合
に
比
べ
、
民
主
党
候
補
者
の
票
が
減
り
、
結
果
的
に
民
主
党
の
議

席
減
と
な
る
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
点
で
樺
島
・
菅
原
（
二
六
頁
以
下
）
は
、
共
産
党
の
及
ぼ
す
効
果
を
検
証
し
て
い
る
。

　
　
　
三
　
選
挙
結
果
に
見
ら
れ
る
傾
向
の
把
握

　
本
稿
は
、
本
格
的
な
分
析
に
先
立
つ
研
究
ノ
ー
ト
で
あ
り
、
詳
し
い
デ
ー
タ
で
の
検
討
を
行
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
確
た
る
こ
と

を
言
え
る
状
態
に
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
体
的
に
み
て
、
選
挙
制
度
の
作
用
が
及
び
は
じ
め
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。
政

党
本
位
の
選
挙
に
近
づ
く
と
と
も
に
、
二
大
政
党
制
に
近
い
構
図
が
出
て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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そ
の
点
の
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
準
備
し
て
い
る
別
の
稿
で
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
参
議
院
選
挙
を
含
め
、
二
大
政
党
制
に

近
く
な
っ
た
と
広
く
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
け
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
二
〇
〇
五
年
の
結
果
に
つ
い
て
、
「
二
大
政
党
制
か

ら
離
れ
た
」
と
の
論
評
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
二
大
政
党
制
を
二
党
伯
仲
と
取
り
違
え
て
い
る
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
小
選
挙
区

制
は
小
さ
な
得
票
の
差
を
大
き
な
議
席
差
に
す
る
こ
と
で
「
機
能
す
る
多
数
勢
力
」
を
つ
く
り
出
す
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ

ス
な
ど
で
も
二
党
の
議
席
が
伯
仲
と
な
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
一
定
期
間
の
間
に
政
権
交
代
が
生
じ
う
る
潜
在
可
能

性
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
特
に
間
題
は
な
い
。

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
三
〇
〇
の
小
選
挙
区
の
う
ち
、
上
位
二
党
が
ど
れ
だ
け
議
席
を
獲
得
し
て
い
る
か
を
見
て
み
る
。
一
九
九
六
年

（
自
民
・
新
進
）
は
二
六
五
議
席
、
二
〇
〇
〇
年
（
自
民
・
民
主
）
は
二
五
七
議
席
だ
っ
た
が
、
〇
三
年
（
同
）
は
二
七
三
議
席
、

〇
五
年
（
同
）
は
二
七
一
議
席
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
九
割
前
後
と
高
く
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
〇
五
年
は
郵
政
国
会
の
あ
お
り
を
受

け
て
、
旧
自
民
の
有
力
な
諸
派
・
無
所
属
の
候
補
者
が
出
て
も
、
こ
の
結
果
だ
っ
た
こ
と
は
二
大
政
党
制
化
が
顕
著
だ
と
見
て
よ
い
。

　
ま
た
、
二
〇
〇
三
年
の
比
例
代
表
制
で
、
民
主
党
が
自
民
党
を
上
回
る
得
票
と
議
席
を
得
た
こ
と
は
、
ご
く
単
純
な
が
ら
、
二
大

政
党
制
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
二
年
後
の
総
選
挙
で
、
一
挙
に
一
党
優
位
制
へ
変
わ
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
そ
う
い
う

こ
と
が
語
ら
れ
る
の
は
二
大
政
党
制
に
つ
い
て
の
不
正
確
な
理
解
に
よ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
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四
　
残
さ
れ
た
選
挙
制
度
改
革
の
課
題

二
大
政
党
制
化
の
動
向
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
確
た
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
今
後
し
て
い
か
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
最
後
に
そ
の
点
で
の
課
題
を
述
べ
て
、
本
稿
を
締
め
く
く
ろ
う
。

　
先
の
サ
ル
ト
ー
リ
の
理
論
に
従
う
な
ら
ば
、
社
会
構
造
の
全
体
と
の
関
連
で
は
、
日
本
社
会
全
体
に
つ
い
て
選
挙
制
度
関
連
の
改

革
を
進
め
て
い
か
な
い
こ
と
に
は
、
政
党
制
は
構
造
化
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
他
の
レ
ベ
ル
の
選
挙
制
度
改
革
が
重
要
と
な
る
。
つ

ま
り
、
衆
議
院
で
の
選
挙
制
度
改
革
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
面
で
の
改
革
を
併
せ
て
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

各
種
レ
ベ
ル
の
選
挙
制
度
が
バ
ラ
バ
ラ
で
、
衆
議
院
だ
け
が
小
選
挙
区
制
中
心
と
い
う
の
で
は
、
地
方
レ
ベ
ル
を
も
含
め
て
二
党
制

的
な
構
造
と
は
な
り
に
く
い
こ
と
で
あ
る
（
河
野
、
一
四
八
頁
以
下
）
。

　
ま
ず
は
参
議
院
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
眺
め
た
場
合
、
参
議
院
の
制
度
は
「
並
立
制
」
に
近
い
が
そ
れ
で
も
、
相
違
も
小
さ
く
は

な
い
。
選
挙
区
選
挙
が
、
改
選
定
数
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
単
記
制
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
行
制
度
で
は
改
選
定
数
が
一

で
、
事
実
上
の
小
選
挙
区
制
に
な
っ
て
い
る
の
が
二
七
県
あ
る
が
、
改
選
二
で
、
ほ
と
ん
ど
自
民
と
民
主
で
議
席
を
分
け
合
っ
て
い

る
の
が
一
五
道
府
県
、
そ
し
て
改
選
三
が
四
府
県
、
改
選
四
が
一
都
と
い
う
よ
う
に
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
。

　
改
選
数
が
複
数
の
都
道
府
県
で
は
選
挙
区
を
分
け
て
小
選
挙
区
に
す
る
か
、
完
全
連
記
制
に
で
も
し
て
、
多
数
代
表
制
と
し
て
一

貫
さ
せ
る
方
向
で
の
改
革
が
求
め
ら
れ
る
。

　
地
方
選
挙
で
は
、
都
道
府
県
議
会
や
政
令
指
定
都
市
の
市
議
会
選
挙
も
参
議
院
に
似
て
、
一
選
挙
区
あ
た
り
の
定
数
が
ば
ら
ば
ら

で
あ
る
。
一
般
の
市
町
村
選
挙
と
な
る
と
、
大
選
挙
区
単
記
制
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
、
何
ら
か
の
原
則
で
も
っ
て
統
一
性

を
と
る
の
で
な
い
と
、
不
自
然
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
参
議
院
や
地
方
議
会
の
選
挙
制
度
が
衆
議
院
と
別
で
は
、
衆
議
院
で
二
党
制
に
近
づ
け
よ
う
と
し
て
も
効
果
が
半
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減
さ
れ
る
。
「
い
ま
一
度
の
政
治
改
革
」
が
必
要
だ
と
考
え
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
《
引
用
・
参
照
文
献
〉
（
ア
イ
ウ
エ
オ
順
）

　
・
加
藤
秀
治
郎
『
日
本
の
選
挙
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
三
年

　
・
樺
島
郁
夫
『
戦
後
政
治
の
軌
跡
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年

　
・
樺
島
郁
夫
・
菅
原
裕
「
二
〇
〇
五
年
総
選
挙
分
析
－
自
民
党
圧
勝
の
構
図
」
『
中
央
公
論
』
二
〇
〇
五
年
一
一
月
号

　
・
河
野
勝
『
制
度
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年

　
・
ω
巽
8
μ
9
0
＜
き
旦
9
ミ
辱
貸
ミ
織
ミ
9
誤
蕊
ミ
帖
§
ミ
肉
§
晦
き
鳴
ミ
ミ
堕
器
8
且
Φ
P
い
2
3
員
累
碧
ヨ
簑
四
P
一
8
刈
（
邦
訳
『
比
較
政

　
　
治
学
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
年
）

　
・
鈴
木
基
史
「
衆
議
院
新
選
挙
制
度
に
お
け
る
戦
略
的
投
票
と
政
党
シ
ス
テ
ム
」
（
『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
二
五
号
、
一
九
九
九
年
秋
季
号
）

　
・
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
、
モ
ー
リ
ス
「
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
の
法
則
　
　
四
〇
年
後
の
再
考
」
（
加
藤
秀
治
郎
編
『
選
挙
制
度
の
思
想
と
理
論
』
芦
書
房
、

　
　
所
収
）
、
一
九
九
八
年

　
・
ボ
ク
ダ
ノ
ア
、
バ
ー
ノ
ン
「
選
挙
制
度
と
政
党
制
」
（
加
藤
編
、
前
掲
書
、
所
収
）
、
一
九
九
八
年

　
・
リ
ー
ド
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
「
並
立
制
に
お
け
る
小
選
挙
区
候
補
者
の
比
例
代
表
得
票
率
へ
の
影
響
」
（
『
選
挙
研
究
』
第
一
八
号
）
、
二
〇
〇

　
　
三
年

　
・
ロ
ッ
カ
ン
、
ス
タ
イ
ン
「
選
挙
制
度
」
（
加
藤
編
、
前
掲
書
、
所
収
）
、
一
九
九
八
年
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